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2025 年 2 月 
みずほ証券株式会社 

 
みずほ証券 取引約款・規定集（法人のお客さま用） 新旧対照表 

 
（変更箇所は下線の部分です） 

証券取引約款 

新 旧 

第２条（当社とのお取引について） 

１.２.（現行通り） 

３. 前項にかかわらず、担保専用口座（振替法に基づき、質
権を設定される有価証券の管理等を行うための口座をいい
ます。以下「担保専用口座」といいます。）については、本章
（第４節を除きます。）、第２章及び第３章に基づいてお取り扱
いいたします。 

４. 当社は、お客さまから当社所定のお手続きによる第２項
各号の口座開設のお申込みを受け、これを承諾したときは遅
滞なく口座を開設し、お客さまにその旨を連絡いたします。 

５. ６.（現行通り） 

第２条（当社とのお取引について） 

１.２.（省略） 

３. 前項にかかわらず、担保専用口座については、本省、
（第４節を除く。）、第２章及び第３章に基づいてお取り扱いい
たします。 
 
 

４. 当社は、お客さまから当社所定のお手続きによる２項各
号の口座開設のお申込みを受け、これを承諾したときは遅滞
なく口座を開設し、お客さまにその旨を連絡いたします。 

５. ６.（省略） 

第３条（証券取引口座での取引） 

お客さまが証券取引口座を開設していただくことにより、次
の各号のお取引が可能となります。ただし、特定の口座が開
設されなかった場合は、当該特定の口座に係る取引は、この
限りではありません。 

 
①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩（現行通り） 

２. お客さまからのお申し出があり当社が認める場合は、第１
項第７号のうち利金・収益分配金・配当金・償還金等を累投
口へ入金する場合の取引については、ご希望により次の各
号に掲げる取引方法がご利用いただけます。 

①（現行通り） 

②前号の方法に加えて、非居住者の発行する公社債券及
び証券投資信託受益証券の利金・収益分配金・償還金
等を公社債投信累投口へ入金する方法 

３. お客さまからのお申し出があり当社が認める場合は、第１
項第７号のうち外国証券（クローズドエンド型の会社型投資
信託を除きます。）及び国内外貨建債券から発生する外国通
貨建の利金・収益分配金・償還金等を、当該外国通貨をもっ
て外貨建マネー・マーケット・ファンド累投口ヘ入金する取引
（外貨建マネー・マーケット・ファンドの各ポートフォリオでの
取扱外国通貨に限ります。）がご利用いただけます。 

（削除） 

第３条（証券取引口座での取引） 

お客さまが証券取引口座を開設していただくことにより、次
の各号のお取引が可能となります。ただし、前条第２項ただし
書きの規定に基づき特定の口座が開設されなかった場合
は、当該特定の口座に係る取引は、この限りではありませ
ん。 

①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩（省略） 

２. お客さまからのお申出があり当社が認める場合は、上記
１. ⑦のうち利金・収益分配金・配当金・償還金等を累投口へ
入金する場合の取引については、ご希望により次の各号に
掲げる取引方法がご利用いただけます。 

①（省略） 

②上記①の方法に加えて、非居住者の発行する公社債券
及び証券投資信託受益証券の利金・収益分配金・償還
金等を公社債投信累投口へ入金する方法 

３. お客さまからのお申出があり当社が認める場合は、上記
1. ⑦のうち外国証券（クローズドエンド型の会社型投資信託
を除きます。）及び国内外貨建債券から発生する外国通貨建
の利金・収益分配金・償還金等を、当該外国通貨をもって外
貨建マネー・マーケット・ファンド累投口ヘ入金する取引（外
貨建マネー・マーケット・ファンドの各ポートフォリオでの取扱
外国通貨に限ります。）がご利用いただけます。 

４. 上記 1. から３. にかかわらず、担保専用口座について
は、本章、第３章に基づいてお取り扱いいたします。 

第６条（内部者の定義） 

（現行通り） 

①上場会社等又は上場会社等の親会社もしくは子会社
（当該上場会社等の直近の有価証券報告書又は半期

第６条（内部者の定義） 

（省略） 

①上場会社等又は上場会社等の親会社もしくは子会社
（当該上場会社等の直近の有価証券報告書、半期報告
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証券取引約款 

新 旧 

報告書に親会社又は子会社として記載されている会社
をいいます。なお、親会社・子会社に該当しない、他の
上場会社等の関連会社等であるお客さまが、当該上場
会社等について第７条の規定によりお届け頂いても差し
支えございません。） 

②（現行通り） 

③上場会社等の大株主（当該上場会社等の直近の有価
証券報告書又は半期報告書に記載されている上位１０ 
位以内の株主をいいます。） 

④（現行通り） 

書又は四半期報告書に親会社又は子会社として記載さ
れている会社をいいます。なお、親会社・子会社に該当
しない、他の上場会社等の関連会社等であるお客さま
が、当該上場会社等について第７条の規定によりお届け
頂いても差し支えございません。） 

②（省略） 

③上場会社等の大株主（当該上場会社等の直近の有価
証券報告書、半期報告書又は四半期報告書に記載さ
れている上位１０位以内の株主をいいます。） 

④（省略） 

第１５条（受注できない場合） 

（現行通り） 

２. 当社は、募集又は売出しにかかるご注文について、お客
さまが当該募集又は売出しにかかる目論見書等の交付（電
子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術
を利用する方法による提供を含みます。本項において同
じ。）を受けられたことを当社が確認できない場合について
は、お受けすることができません。ただし、法令諸規則等の
規定により目論見書等の交付が必要でない場合は、この限り
ではありません。 

３.（現行通り） 

第１５条（受注できない場合） 

（省略） 

２. 当社は、募集又は売出しにかかるご注文について、お客
さまが当該募集又は売出しにかかる目論見書等を受領して
いることを当社が確認できない場合については、お受けする
ことができません。ただし、法令諸規則等の規定により目論
見書等の交付が必要でない場合は、この限りではありませ
ん。 

 

３.（省略） 

第１７条（取引のご報告） 

当社はお客さまからご注文いただいた有価証券の売買等
の取引が成立したときは、金商法第 37 条の４の規定に基
づく契約締結時交付書面を遅滞なくお客さまに交付いたしま
す（「金融商品取引業等に関する内閣府令」（以下この約款
において「内閣府令」といいます。）等に定める電子情報処理
組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方
法による提供を含みます。次条に定める取引残高報告書に
ついても同様です。）。ただし、法令諸規則等の規定に基づ
き交付を行わない場合があります。 

第１７条（取引報告書） 

当社はお客さまからご注文いただいた有価証券の売買等
の取引が成立したときは、金商法第 37 条の４の規定に基
づく「契約締結時交付書面」として、取引報告書（以下この約
款において「取引報告書」といいます。）を遅滞なくお客さま
に交付いたします（郵送又は「金融商品取引業等に関する内
閣府令」（以下この約款において「内閣府令」といいます。）等
に定める電子情報処理組織を使用する方法による交付を含
みます。次条に定める取引残高報告書についても同様で
す。）。ただし、法令諸規則等の規定に基づき交付を行わな
い場合があります。 

第１９条（その他の報告） 

（現行通り） 

①②（現行通り） 

③混合保管中の債券について第４０条の規定に基づき決
定された償還額 

④（現行通り） 

第１９条（その他の報告） 

（省略） 

①②（省略） 

③混合保管中の債券について第３７条の規定に基づき決
定された償還額 

④（省略） 

第１２６条（注文の執行及び処理） 

（現行通り） 

①②③④（現行通り） 

⑤当社は、売買等の成立を確認した後、遅滞なくお客さま
あてに契約締結時交付書面を交付します（電子情報処

第１２６条（注文の執行及び処理） 

（省略） 

①②③④（省略） 

⑤当社は、売買等の成立を確認した後、遅滞なくお客さま
あてに契約締結時交付書面を交付します。ただし、法令
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証券取引約款 

新 旧 

理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用
する方法による提供を含みます。）。ただし、法令諸規則
等の規定に基づき交付を行わない場合があります。 

諸規則等の規定に基づき交付を行わない場合がありま
す。 

第１３１条（諸通知） 

（現行通り） 

２. 前項の通知のほか、当社又は外国投資信託証券の発行
者は、保管の委託を受けた外国投資信託証券についての決
算に関する報告書その他の書類を送付します（電子情報処
理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する
方法による提供を含みます。）。ただし、外国投資証券に係る
決算に関する報告書その他の書類については、特にその内
容について時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙への掲
載が行われた場合は、お客さまの希望した場合を除いて当
社は送付しません。 

第１３１条（諸通知） 

（省略） 

２. 前項の通知のほか、当社又は外国投資信託証券の発行
者は、保管の委託を受けた外国投資信託証券についての決
算に関する報告書その他の書類を送付します。ただし、外国
投資証券に係る決算に関する報告書その他の書類について
は、特にその内容について時事に関する事項を掲載する日
刊新聞紙への掲載が行われた場合は、お客さまの希望した
場合を除いて当社は送付しません。 

第１３２条（発行会社からの諸通知等） 

発行者から交付される通知書及び資料等は、当社におい
てその到達した日から３年間（海外 CD 及び海外 CP につい
ては１年間）保管し、閲覧に供します。ただし、お客さまが送
付を希望した場合は、お客さまに送付します（電子情報処理
組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方
法による提供を含みます。）。 

第１３２条（発行会社からの諸通知等） 

発行者から交付される通知書及び資料等は、当社におい
てその到達した日から３年間（海外 CD 及び海外 CP につい
ては１年間）保管し、閲覧に供します。ただし、お客さまが送
付を希望した場合は、お客さまに送付します。 

付則 この改正は、２０２５年２月１７日から施行します。 付則 この改正は、２０２４年６月１日から施行します。 
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外国為替取引約款 

新 旧 

第８条（注文の執行及び処理） 

１．２．（現行通り） 

３. 当社は取引の成立後、すみやかにお客さまに当該取引
に係る明細を記載した書面を交付いたします（電子情報処理
組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方
法により提供する場合を含みます。）。 

第８条（注文の執行及び処理） 

１．２．（省略） 

３. 当社は取引の成立後、すみやかにお客さまに当該取引
に係る明細を記載した書面を交付いたします。 

付則 この改正は、２０２５年２月１７日から施行します。 付則 この改正は、２０２４年６月１日から施行します。 
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通信取引規定 

新 旧 

第１条（規定の趣旨） 

この規定は、みずほ証券株式会社（以下「当社」といいま
す。）のオンラインサービス（「みずほ証券ネット倶楽部」、「み
ずほ証券株アプリ」その他の当社が定めるサービスをいいま
す。）（以下「本サービス」といいます。）の利用に関する取り
決めです。 

２．（現行通り） 

第１条（規定の趣旨） 

この規定は、みずほ証券株式会社（以下「当社」といいま
す。）のオンラインサービス（名称「みずほ証券ネット倶楽部」
及び「みずほ証券株アプリ」）（以下「本サービス」といいま
す。）のご利用に関する取り決めです。 

 
２．（省略） 

第２条（法令等の遵守） 

本サービスの利用にあたっては、お客さま及び当社は、こ
の規定によるほか法令並びに日本証券業協会及び金融商
品取引所の諸規則を遵守するものとします。 

２．法人（法人格のない団体等を含みます。以下同じ。）のお
客さまは、本サービスを利用する役職員等（以下「利用ユー
ザー」といいます。）に、この規定のほか法令並びに日本証
券業協会及び金融商品取引所の諸規則を遵守させるものと
します。 

第２条（法令等の遵守） 

本サービスのご利用にあたっては、お客さま及び当社は、
この規定によるほか法令並びに日本証券業協会及び金融商
品取引所の諸規則を遵守するものとします。 

（新設） 

第３条（自己責任の原則） 

お客さまは、この規定の内容を十分理解し、かつ、法人の
お客さまにあっては利用ユーザーにこの規定の内容を十分
に理解させ、ご自身の責任と判断において本サービスを利
用し、取引を行うものとします。 

第３条（自己責任の原則） 

お客さまは、この規定の内容を十分理解し、ご自身の責任
と判断において本サービスを利用し、取引を行うものとしま
す。 

第４条（サービスの内容） 

お客さまは、本サービスの内容を十分に理解した場合に
限り、かつ、法人のお客さまにあっては利用ユーザーに本サ
ービスの内容を十分に理解させた場合に限り、本サービスを
利用することができます。 

２. ３.（現行通り） 

（削除） 

第４条（サービスの内容） 

お客さまは、本サービスの内容を十分に理解した場合に
限り、本サービスを行うことができます。 

 

２. ３.（省略） 

４. 法人のお客さまはお取引、入出金・振替等、一部のサー
ビスをご利用できません。 

第５条（本サービスの利用条件） 

個人のお客さまは、国内に居住する成人で、次の各号の
全てに該当する場合、この規定に基づき本サービスの利用
ができます。また、法人のお客さまは、国内に所在し、②③を
除く各号の全てに該当する場合であって、当社が定める条
件に該当するときは、この規定に基づき本サービスの利用が
できます。 

①②③④⑤⑥ ２.（現行通り） 

３．法人のお客さまは、自己の責任において、役職員等の中
から利用ユーザーを指定し、利用ユーザーのみに本サービ
スを利用させるものとします。 

４．法人のお客さまは、利用ユーザー以外の役職員等が本
サービスを利用しないよう、自己の責任で管理（ログインパス
ワード及び取引パスワード等の保管を含みますがこれに限り
ません。）をするものとします。 

第５条（本サービスの利用条件） 

個人のお客さまは、国内に居住する成人で、次の各号の
全てに該当する場合、この規定に基づき本サービスの利用
ができます。また、法人のお客さまは、国内に所在し、②③を
除く各号の全てに該当する場合、この規定に基づき本サー
ビスの利用ができます。 

 
①②③④⑤⑥ ２.（省略） 

（新設） 
 
 

（新設） 
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通信取引規定 

新 旧 

第１７条（注文の照会及び約定連絡） 

本サービスを利用したお客さまの取引注文内容は、本サ
ービスにより照会することができます。 

２．約定が成立したときは、金融商品取引法第３７条の４等の
規定に基づき、遅滞なく、契約締結時交付書面を交付します
（「金融商品取引業等に関する内閣府令」等に定める電子情
報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利
用する方法による提供を含みます。）。ただし、法令諸規則等
の規定に基づき交付を行わない場合があります。 

第１７条（注文の照会及び約定連絡） 

本サービスをご利用したお客さまの取引注文内容は、本サ
ービスにより照会することができます。 

２．約定が成立したときは、金融商品取引法第３７条の４等の
規定に基づき、遅滞なく、契約締結時交付書面を交付します
（郵送又は「金融商品取引業等に関する内閣府令」等に定め
る電子情報処理組織を使用する方法による交付を含みま
す。）。ただし、法令諸規則等の規定に基づき交付を行わな
い場合があります。 

第２１条（届出事項の変更） 

お客さまは、本サービスの利用に係る届出事項に変更が
生じた場合は、当社所定のお手続きにて遅滞なく当社へ届
け出るものとします。この届け出の遅延により生じた損害につ
いて当社はその責を負いません。 

第２１条（届出事項の変更） 

お客さまは、本サービスの利用に係る届出事項に変更が
生じた場合は、当社所定の書面にて遅滞なく当社へ届け出
るものとします。この届け出の遅延により生じた損害について
当社はその責を負いません。 

第２３条（サービス利用の禁止事項及び利用停止） 

お客さまは本サービスの利用に関し、次の事項を行っては
ならないものとし、かつ、法人のお客さまにあっては利用ユー
ザーに次の事項を行わせてはならないものとします。 

①②（現行通り） 

③お客さまのパスワード等を第三者の利用に供すること
（法人のお客さまにあっては利用ユーザー以外の役職
員等を含みます。） 

④⑤⑥（現行通り） 

２．お客さま（法人のお客さまにあっては利用ユーザーを含
みます。）が前項に違反したと当社又は金融商品取引所等
が判断した場合、当社はお客さまによる本サービスの利用を
中止します。また、当社は、お客さまが本サービスを利用する
ことが不適当と判断した場合には、お客さまによる本サービス
の利用を停止することがあります。なお、本サービスの中止
又は利用停止によりお客さまに費用又は損害等が発生した
場合、当該費用又は損害等はすべてお客さまの負担とし、
当社及び金融商品取引所等はお客さまに対し損害賠償その
他の責を負わないものとします。 

第２３条（サービス利用の禁止事項及び利用停止） 

お客さまは本サービスのご利用に関し、次の事項を禁止し
ます。 

 
①②（省略） 

③お客さまのパスワード等を第三者の利用に供すること 
 
 

④⑤⑥（省略） 

２．前項に反すると当社又は金融商品取引所等が判断した
場合、当社は本サービスを中止します。また、当社は、お客
さまが本サービスをご利用いただくことが不適当と判断した場
合には、本サービスのご利用を停止することがあります。な
お、本サービスの中止又は利用停止によりお客さまの費用又
は損害等が発生した場合、当該費用又は損害はすべてお客
さまの負担とし、当社及び金融商品取引所等はお客さまに
対し損害その他の責を負わないものとします。 

第２６条（ソフトウエア利用の制限） 

前条に定めるソフトウエアに関する著作権、知的所有権そ
の他一切の権限はその供給元に帰属し、お客さまは当該権
限を第三者に譲渡、質入れ又は貸与することはできず、ま
た、当該ソフトウエアを複製又は加工することはできません。
また、法人のお客さまは、利用ユーザーに当該権限を第三
者に譲渡、質入れ又は貸与させてはならず、また、当該ソフト
ウェアを複製又は加工させてはならないものとします。 

第２６条（ソフトウエア利用の制限） 

前条に定めるソフトウエアに関する著作権、知的所有権そ
の他一切の権限はその供給元に帰属し、お客さまは第三者
に譲渡、質入れ又は貸与することはできません。また、ソフト
ウエアを複製又は加工することはできません。 

第２７条（サービスの終了） 

当社は、次に掲げるいずれかに該当する場合には、お客
さまの本サービスの利用を終了します。 

①お客さまが当社所定のお手続きに従って本サービスの

第２７条（サービスの終了） 

当社は、次に掲げるいずれかに該当する場合には、お客
さまの本サービスのご利用を終了します。 

①お客さまが当社所定の手続きに従って本サービスの解
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解約、又は利用中止のお申し出をされた場合 

②お客さまが本サービスの利用にかかる届出事項等につ
いて、虚偽の報告を行ったことが判明した場合 

③お客さま（法人のお客さまにあっては利用ユーザーを含
みます。）がこの規定、各取引に係る約款、約諾書及び
取扱規定等に違反した場合 

④（現行通り） 

⑤お客さまが暴力団、暴力団員、暴力団関係者あるいは
いわゆる総会屋等の社会的公益に反する行為をなす者
であると判明し、当社が解約を申し出た場合 

⑥お客さまが当社との取引に関して脅迫的な言動をし、も
しくは暴力を用いたとき、風説を流布し、偽計を用い、も
しくは威力を用いて当社の信用を毀損し、もしくは当社
の業務を妨害したとき、又は法的な責任を超えた不当な
要求行為を行い、当社が本サービスの利用を継続しが
たいと認めたとき、その他これらに類するやむを得ない
事由が生じたときに、当社がお客さまに解約を申し出た
場合 

⑦（現行通り） 

約、又は利用中止のお申し出をされた場合 

②お客さまが本サービスのご利用にかかる届出事項等に
ついて、虚偽の報告を行ったことが判明した場合 

③お客さまがこの規定、各取引に係る約款、約諾書及び
取扱規定等に違反した場合 

 
④（省略） 

⑤お客さまが暴力団員、暴力団関係者あるいはいわゆる
総会屋等の社会的公益に反する行為をなす者であると
判明し、当社が解約を申し出た場合 

⑥お客さまが当社との取引に関して脅迫的な言動をし、も
しくは暴力を用いたとき、風説を流布し、偽計を用い、も
しくは威力を用いて当社の信用を毀損し、もしくは当社
の業務を妨害したとき、又は法的な責任を超えた不当な
要求行為を行い、当社が契約を継続しがたいと認めたと
き、その他これらに類するやむを得ない事由が生じたと
きに、当社がお客さまに解約を申し出た場合 

⑦（省略） 

第２８条（免責事項） 

（現行通り） 

①②（現行通り） 

③本サービスの利用に際し、お客さま自身（法人のお客さ
まにあっては利用ユーザーを含みます。）で入力したか
否かにかかわらず、入力された取引パスワード等があら
かじめ当社に届け出されているものと一致することを確
認して行った取引注文 

④取引パスワード等の盗用等による不正使用があった場
合（法人のお客さまにあっては利用ユーザー以外の役
職員等による不正使用を含みます。） 

⑤⑥⑦⑧（現行通り） 

⑨お客さま（法人のお客さまにあっては利用ユーザーを含
みます。）による本サービスの内容又は利用方法の誤解
又は理解不足による場合 

⑩天変地異、政変、外貨事情の急変、又は経済情勢の激
変に伴う国内外の市場の閉鎖等、不可抗力による取引
及び受け渡し、有価証券の預託のお手続き等の遅延、
又は不能等により損害が生じた場合 

⑪（現行通り） 

第２８条（免責事項） 

（省略） 

①②（省略） 

③本サービスの利用に際し、お客さま自身で入力したか否
かにかかわらず、入力された取引パスワード等があらか
じめ当社に届け出されているものと一致することを確認
して行った取引注文 

 
④取引パスワード等の盗用等による不正使用があった場

合 

⑤⑥⑦⑧（省略） 

⑨お客さまによる本サービスの内容又は利用方法に誤解
又は理解不足による場合 

 
⑩天変地異、政変、外貨事情の急変、又は経済情勢の激

変に伴う国内外の市場の閉鎖等、不可抗力による取引
及び受け渡し、有価証券の預託の手続き等の遅延、又
は不能等により損害が生じた場合 

⑪（省略） 

付則 この改正は、２０２５年２月１７日から施行します。 付則 この規定は、２０２４年６月１日から施行します。 
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みずほ証券のメールサービス利用規定 

新 旧 

第 1 条（規定の趣旨） 

この規定（以下「本規定」といいます。）は、みずほ証券株
式会社（以下「当社」といいます。）が提供する「メールサービ
ス」（以下「本サービス」といいます。）のご利用に関する取り
決めです。 

２．お客さまと当社との間における、各サービス、取引等の内
容や権利義務に関する事項は、本規定に定めがある場合を
除き、「みずほ証券の証券総合取引約款」、「証券取引約款」
その他の当社が定める契約条項及び法令によります。 

（新設） 

第２条（適用範囲） 

本規定は、お客さまが当社所定のお手続きに従ってご登
録いただいたお客さま自身のメールアドレスに、当社が配信
する当社からのご案内、お知らせ、メールマガジン等のほ
か、みずほ証券ネット倶楽部（以下「ネット倶楽部」といいま
す。）及び目論見書等メール配信サービス（目論見書、契約
締結前交付書面、外国証券情報及び公開買付説明書等の
電磁的交付）等から配信するメールに適用されます。 

（新設） 

第３条（本サービスの利用） 

お客さまは、当社所定の方法で当社にメールアドレスをご
登録（当社にご登録いただいたメールアドレスを以下「登録メ
ールアドレス」といいます。） していただくことにより、本規定
に基づき本サービスをご利用いただくことができます。 

ただし、目論見書等メール配信サービスをご利用いただく
場合は、電磁的交付等の利用に関し、当社所定の方法でお
客さまにご同意をいただくことで利用いただけることになりま
す。電磁的交付の対象書面は、金融商品取引法等に規定さ
れている書面及び当社が交付するその他の報告書等のう
ち、当社が定め、当社ホームページ等に掲載した書面としま
す。また、当社が対象書面を追加する場合は、追加する書面
を当社ホームページ等に掲載します。当該掲載後は、追加し
た書面についても電磁的交付等を利用いただけるものとしま
す。電磁的交付等の方法は、お客さまに URL（インターネッ
ト上の Web ページを示す情報）のハイパーリンクをメールで
送信し、接続先の対象書面の電子ファイルを閲覧いただく方
法によります。なお、一部の商品については、目論見書等メ
ール配信サービスをご利用いただくことができないため、これ
までどおり書面で目論見書等をご提供します。 

（新設） 

第４条（お客さま情報の取り扱い） 

当社は、お客さまから取得したメールアドレス等のお客さま
の情報を、「『個人情報の保護に関する法律』に基づく公表
事項」又は「個人情報のお取り扱いについて」並びに金商法
に基づく「法人のお客さま情報の共有について」（以下総称
して「公表事項」といいます。）に基づいて取り扱います。公
表事項は、当社ホームページ（https://www.mizuho-
sc.com/）でご確認ください。 

（新設） 

第５条（登録メールアドレスの変更及びメール配信の停止） 

お客さまが登録メールアドレスの変更又はメールの配信の
停止をご希望される場合は、お客さまご自身により、当社ホ
ームページ、ネット倶楽部の各画面上の操作、又は書面によ

（新設） 
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新 旧 

るお申し出等、当社所定の登録メールアドレスの変更及びメ
ール配信の停止のお手続きを行っていただきます。 

第６条（当社によるメールの配信の停止） 

当社は、次の各号のいずれかに該当する場合には、お客
さまへのメールの配信を停止することができます。 

(1) 登録メールアドレスに一定回数を超えてメールを配信
できない場合 

(2) 登録メールアドレスが、お客さまご本人のものではない
ことが判明した場合 

(3) その他、本サービスを利用いただくにあたり、当社が不
適当と判断した場合 

（新設） 

第７条（著作権） 

本サービスにより配信される各種メールの著作権は当社に
帰属します。また、当該メールに含まれる各種情報の著作権
は、当社又は当該情報を作成・編集した第三者に帰属しま
す。 

（新設） 

第８条（本サービスの利用の制限） 

本サービスにより配信されるメールは、お客さま限りでご利
用いただくものとし、いかなる目的であれ、お客さまがメール
の内容の全部又は一部の転送・複製を行うことはできませ
ん。 

（新設） 

第９条（本サービスの内容の変更、停止、廃止） 

当社は、お客さまに告知することなく本サービスの内容の
変更、本サービスの全部もしくは一部の停止、又は廃止を行
うことがあります。 

（新設） 

第１０条（本サービスの終了） 

当社は、次の各号のいずれかに該当する場合には、お客
さまの本サービスのご利用を終了します。 

（1） お客さまが当社所定のお手続きに従って本サービス
の利用中止のお申し出をされた場合 

（2） お客さまが本サービスの利用にかかる届出事項等に
ついて、虚偽の報告を行ったことが判明した場合 

（3） お客さまが本規定に違反した場合 

（4） 当社が本サービスの廃止を決定した場合 

（5） お客さまが暴力団、暴力団員、暴力団関係者あるい
はいわゆる総会屋等の社会的公益に反する行為をな
す者であると判明し、当社が解約を申し出た場合 

（6） お客さまが当社との取引に関して脅迫的な言動をし、
又は暴力を用いたとき、もしくは風説を流布し、偽計を
用い又は威力を用いて当社の信用を毀損し、又は当社
の業務を妨害したとき、又は法的な責任を超えた不当
な要求行為を行い、当社が本サービスの提供を継続し

（新設） 
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がたいと認めたとき、その他これらに類するやむを得な
い事由により、当社がお客さまに解約を申し出た場合 

第１１条（免責事項） 

本サービスは、お客さまご自身の責任と判断において利
用いただくものとします。 

２．当社は、本サービスの内容の変更、停止、廃止もしくは終
了、配信されるメールの未着、遅延、誤配、消失、通信環境
やお客さまのコンピューター等の障害、不具合等により発生
する、又は発生する可能性のある問題等に関し、一切の責
任を負いません。ただし、当社の故意又は過失に基づく債務
不履行又は不法行為に基づく損害に係る責任を除きます。 

３．本サービスにより配信されるメールは、お客さまの情報が
含まれる場合においても、機密保持が保証されていない公
衆回線により送信されるため、第三者により傍受、改ざん等
が行われる可能性がありますのでご了承ください。また、これ
らを原因として生じた損害について、当社は一切の責任を負
いません。ただし、当社の故意又は過失に基づく債務不履
行又は不法行為に基づく損害に係る責任を除きます。 

４．当社は、本サービスにより配信されるメールの内容の正確
性、完全性、妥当性等について保証するものではありませ
ん。万一、メールの内容に誤り等があった場合でも、当社は
一切の責任を負いません。ただし、当社の故意又は過失に
基づく債務不履行又は不法行為に基づく損害に係る責任を
除くものとし、また、目論見書等メール配信サービスにより配
信されるメールについては、法令に基づく義務を免れませ
ん。 

（新設） 

第１２条（合意管轄） 

お客さまと当社との間の本規定に関する訴訟については、
当社の本社所在地を管轄する裁判所を第一審の専属的合意
管轄裁判所とします。 

（新設） 

第１３条（規定の変更） 

本規定は、法令の変更、監督官庁の指示もしくはその他
の必要な事由が生じたときは、改定されることがあります。改
定を行う旨及び改定後の規定の内容並びにその効力発生
時期は、店頭表示、インターネット又はその他相当の方法に
より周知します。 

（新設） 

付則 この改正は、２０２５年２月１７日から施行します。 （新設） 

以 上  


